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大 西 地 区
令和７年１月末現在

人口　 7,803人 （－4）

男 　 4,116人 （＋1）

女 　 3,687人 （－5）

世帯　 4,011世帯 （－1）

※（　）内は対前月増減数

市 県 民 税 の 申 告 につ いて
令和７年１月１日に今治市に住所があった方の

市県民税の申告受け付けおよび相談を行っていま
す。お早めにお越しください。
日　時　３月17日（月）まで
　　　　午前９時 ～ 午後４時（土・日・祝日は除く）
ところ　大西支所１階　住民サービス課横（旧出納室）

申告に必要なもの

○令和６年１月１日から令和６年12月31日までの
収入がわかるもの
・給与、年金の源泉徴収票
・事業所得（営業・農業など）の収入および経

費がわかるもの（収支内訳書などを作成して
おいてください）

○生命保険料や地震保険料などの控除証明書
○社会保険料の支払金額がわかるもの（領収書

など）
○医療費控除を受ける方は、医療費控除の明細書

（医療費控除の明細書はご自分で作成してくだ
さい。）

○障害者控除を受ける方は、障害者手帳、療育手帳、
障害者控除対象者認定書など

○寄附金控除を受ける方は、寄附金受領証など
○本人名義の預金通帳（口座番号がわかるもの）所

得税の還付を受ける方のみ
○申告される方の個人番号（通知）カード
○配偶者控除、扶養控除等を受けられる方は、対

象となる方の個人番号（通知）カード
○税務署から送付された利用者識別番号通知ハガ

キ（お持ちの方）

※次の申告・相談は直接税務署へ※

●土地・建物・株式などの譲渡所得申告
●青色申告　●消費税　●贈与税　●相続税
●準確定申告（亡くなった方の申告）
●初めて住宅借入金等特別控除の適用を受ける方

問合先　大西支所住民サービス課  総務担当　TEL 0898-53-3500　FAX 0898-53-4835

今年度、まだ健診を受けていない方へ

対象の方に
おこめ券１枚（440円分）プレゼント

【対象者】令和６年度に受診券を使って、
◆国民健康保険被保険者で、特定健診を受けた方
◆後期高齢者医療被保険者で、後期高齢者健診を受けた方

約10,000円相当の健診費用が、
自己負担０円で受診できます。

通院中の方も対象です。

個別健診・人間ドックを受け、まだおこめ券をもらっていない方は、健診結果と保険証を支所にご持参ください。

受診するには、受診券が必要です。お手
元にない方は、支所までご連絡ください。

（国保特定健診・後期高齢者健診）

無料クーポン券を利用して子宮頸がん・
乳がん・大腸がん検診を受診しましょう

検診 対象年齢
子宮頸がん 20歳女性（H15.4.2～H16.4.1生）

乳がん 40歳女性（S58.4.2～S59.4.1生）

大腸がん 40歳男女（S58.4.2～S59.4.1生）

下記の年齢の方に、令和６年５月末に無料クーポン券を
郵送しています。対象の方はこの機会に、指定医療機関
をご予約の上、検診を受診しましょう。

※令和６年度の無料クーポン券の有効期限は、令和７年３月
31日までです。

※無料クーポン券を紛失した方は、再発行いたします。

☜詳しくは
今治市ホームページへ

病院での個別健診



１月25日（土）、大西公民館で今年度２回目の「大
西人権のつどい」が開催されました。落語家の桂　
文太さんをお迎えし「中途失明を乗り越えて、盲導
犬ユウゴと笑いを届ける噺家」と題して講演が行わ
れました。50歳のころ目の病気により中途失明し
てからの経験、そして盲導犬との出会いから関わ

り方についてお話していただきました。お話の中
で、盲導犬と歩いている人を見かけたときの接し
方「さしすせそ」（触(さわ)らない・静（しず）かにす
る・すーっと避ける・席（せき）をかわる時の注意・
そーっと見守る）は大変参考になりました。土曜日
の午後開催ということで、親子連れでの参加者も
あり、会場は真剣な中にもユーモアを交えたお話
や生落語に終始笑いに包まれていました。

３
月
の
行
事
予
定
表

※予定は変更になる場合があります

 日 曜 内　　容 場　　所 時　　間 対　　象
 ２ 日 春季レクリエーションスポーツ大会 大西体育館  8：30 ～ 13：00 大西町内在住の学生を除く成人
 11 火 フレッシュ教室 大西公民館 10：00 ～ 11：10 おおむね65歳以上の方
 12 水 行政相談 福祉センター生活相談室  9：00 ～ 12：00 町内全域
 13 木 乳幼児健康相談 大西公民館  9：30 ～ 11：00 乳幼児と保護者（予約制）
 14 金 移動市役所訪問 九王集会所 10：00 ～ 11：30 町内全域
 19 水 膝腰楽ちん教室 大西公民館 14：00 ～ 15：30 身体機能低下のある方（65歳以上）
 25 火 フレッシュ教室 大西公民館 10：00 ～ 11：10 おおむね65歳以上の方
 28 金 移動市役所訪問 九王集会所 10：00 ～ 11：30 町内全域

ごみ収集日に、積み残しごみ（違反ごみ）として回収されなかったごみは、原則は従来通り、自治会等で管
理をお願いするのですが、鋭利な物等危険と思われるごみが入っていた場合については、次のフローで対
応いたしますので、資源リサイクル課・各支所住民サービス課に相談していただきますようお願いします。

資源リサイクル課　0898-47-5374　

大 西 人 権 の つ ど い大 西 人 権 の つ ど い

積み残しごみ（違反ごみ）の取り扱いについて

積み残しごみ（違反ごみ）の取り扱いフロー図

再分別の際に危険と思われるごみを発見

資源リサイクル課・各支所住民サービス課に電話

電話で確認し、内容を聞き取り

危険物でないと判断

危険物であるか判断が困難

分別方法などを指導
危険物でないと判断

現地で立会・確認

危険物でないと判断

危険物であると判断

違反ごみとして再分別

地元で対応（次回収集日に排出）

危険物は

資源リサイクル課・各支所住民サービス課が回収


